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依頼文字の原資料複写物の添付

原典名（出版社、刊行年、頁、段、行など）：『古語拾遺』（群書類從板本　10 丁オ　7行目）

添付資料の説明：

【音（カタカナ）】　　　　　　　　　　　　【訓（ひらがな）】つく

【用例】秦氏分散寄★　／　秦氏、分散（ワカレテ）寄★（ヨリツク）

【字義】「隷」と同じか？。

【説明】

この異体字は『古語拾遺』という文献自身が持っている特質ではないようです。

群書類從板本には字形が特殊な字が多く、この字もその一種と見て良さそうです。

なお、元禄九年十一月　江之近州四宮社板と思われる板本の 15丁オ（補足参照）では、
&M076004;の左側の字形の右側に「隶」が付いた字形になっています。「ツク」の訓は、この
元禄本に付されてるものです。群書類從では「ク」しか振られていません。

元禄本の字形の方については、今回の申請の二枚目で申請しております。

【補足】

元禄九年十一月　江之近州四宮社司大伴重堅（但し「重」以下は埋木かと疑われる）の跋文を

付し、「大阪心斎橋通北久太郎町　河内屋喜兵衛」「文化四丁卯求板」（以上も総て埋木）の

刊記を持つ板本で、各丁の板柱には全丁「四宮社板」と記されている。

元禄九年十一月に江之近州四宮社司大伴某が刊行し、文化四年に、河内屋喜兵衛が求板したも

のであろうと思われる。

注意：作成依頼文字を含むページ全体をコピーした資料を、必ずこの用紙の裏に綴じてください。


